
 

 

 

 

 

 
広島ヘリポートの指定管理者の募集について 

 

１ 要旨 

広島ヘリポートの指定管理者の指定期間が令和７年３月で満了となることから、次のと

おり次期指定管理者の募集を開始する。 

 

２ 施設の概要 

施  設 名 広島ヘリポート 

所 在  地 広島市西区観音新町四丁目 

設 置 目 的 
航空運送の用に供することにより、県民の安全の確保及び 

利便性の向上を図る。 

基 本 施 設 着陸帯、誘導路、エプロン（スポット数：14） 

運 用 時 間 ８時 30分から 19時 00分まで 

 

３ 指定管理者の募集・選定手続等 

指 定 期 間 令和７年４月１日から令和 12年３月 31日まで（５年間） 

管理費用基準額 723,459千円（５年間：上限） 

募集要項の配布期間 令和６年７月 19日(金)午後３時から令和６年９月 19日(木)まで 

申請の受付期間 令和６年９月２日(月)から令和６年９月 19日(木)まで 

指定管理者の候補者 

の選定方法 

 広島県指定管理者選定委員会ヘリポート部会において、次の基準に

より審査し、総合点数で評価の上、候補者を選定する。 

ア 利用者サービスの向上・確保 

イ 利用促進、新たなイベント提案 

ウ 維持管理水準の妥当性 

エ 申請者の経営状況・信頼性 

オ 申請者の取組姿勢 

カ 申請提案額 

キ 申請提案額の実現性 

 基準ごとの配点は、施設の性質等に応じて決定することとされてお

り、広島ヘリポートにおいては、安全運航の確保や安定した管理運営

を担保するため、ウ及びエの配点を特に高く設定している。 

選定結果の通知 令和６年 11月中旬 
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